
はじめに

１ 新公会計制度について

現在の予算、決算を示す会計制度では、その年度の収入の内容や、使途につ

いて現金の動きが分かりやすい利点があるものの、これまで市が整備してきた施

設（資産）や借入金(負債)といったストック情報や、行政サービスを提供するた

めに発生したコスト情報等を十分反映していません。

こうしたなか、発生主義、複式簿記の考え方を取り入れ、不足している情報を

補うのが「新地方公会計制度」による財務書類４表です。

本市においては、総務省が示した「改訂モデル」に準拠し、普通会計について

財務諸表を公表しており、今年度は、特別（企業）会計を連結させた財務諸表の

作成に取り組むこととします。

※「総務省方式改訂モデル」

総務省が示す新公会計制度の１つで、これまでの取り組みや既存の地方財政

状況調査（決算統計）情報を活用できることから、比較的容易に作成が可能

です。

２ 作成上の前提条件

(1) 対象とする会計

普通会計とする。（一般会計、墓地公苑特別会計、下水道事業特別会計

のうち地域下水道事業に係る分を統合した会計）

なお、今年度は特別会計１０会計・公営事業会計２会計を統合した

地方自治体全体についても作成します。

(2) 基準日

平成２２年３月３１日（平成２１年度末）を基準日とします。

(3) 基礎データ

合併前の旧８団体の昭和４４年以降の決算統計の統合データを用います。

(4) 減価償却方法

総務省方式の耐用年数を用います。ただし、土地については、減価償却し

ません。

(5) 一年基準

流動、固定の区分は一年基準とします。

(6) その他

総務省方式改訂モデルに準拠します。


